様式第１－59（参考様式）
説明書
年　　月　　日
　東　浦　町　長

受注者　住　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名
　大気汚染防止法第18条の15第１項の規定により、当該解体等工事の事前調査の結果等に係る事項について下記のとおり説明します。

記
１　工事名
２　路線等の名称

３　工事場所
４　説明内容　（施行規則第16条の７）

① 調査を終了した年月日
　　　　　　　  年　月　日
② 調査の方法
　　　　□　設計図書による確認

　　　　□　現場確認

　　　　□　分析調査による確認

③ 調査を行ったものの氏名及び資格

④ 調査の結果
　　　　□　当該解体等工事が特定工事※に該当しない

　　　　□　当該解体等工事が特定工事※に該当する（別添による）
　　　　　　　　　※特定工事とは、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。
[担当者名・連絡先等]　
１　担当者氏名

２　会社名、部・課名
３　電話番号
[別添] （裏面）
・当該解体等工事が届出対象特定工事に該当する場合の以下の項目がわかるものを添付

　
①特定粉じん排出等作業の対象となる健築物等の部分における特定建築材料の種類
並びにその使用箇所及び使用面積

②特定粉じん排出等作業の種類

③特定粉じん排出等作業の実施の期間

④特定粉じん排出等作業の方法

⑤④に掲げる特定粉じん排出等作業の方法が大気汚染防止法第18条の19各号に掲げ
げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由。

⑥特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

⑦特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

⑧特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
⑨下請負人が特定粉じん排出作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名
及び連絡場所
・当該解体等工事が届出対象特定工事を除いた特定工事に該当する場合の添付内容

　上記の①～④、⑦、⑧。（第18条の15第１項第二号）
参考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ ⋯ 必要、　　× ⋯ 不要
	
	レベル１
	レベル２
	レベル３
	石綿含有なし

	事前調査※１　　　　　　 　 eq \o\ac(○,大)

 eq \o\ac(○,石)
	○
	○
	○
	○

	事前調査の報告※２
（石綿事前調査結果報告システム登録）
　 eq \o\ac(○,大)

 eq \o\ac(○,石)
	○
	○
	○
	○

	事前調査結果の掲示　　  　 eq \o\ac(○,大)

 eq \o\ac(○,石)
	○
	○
	○
	○

	作業計画書の作成　　　　   eq \o\ac(○,大)

 eq \o\ac(○,石)
	○
	○
	○
	×

	作業内容の掲示　　　　　  　 eq \o\ac(○,大)
	○
	○
	○
	×

	特定粉じん排出等作業の届出
（届出対象特定工事）             eq \o\ac(○,大)
	○
	○※３
	×
	×

	建築物解体等作業届の提出  　 eq \o\ac(○,石)
	○
	○
	×
	×

	作業完了後の報告             eq \o\ac(○,大)
	○
	○
	○
	×


 eq \o\ac(○,大)：大気汚染防止法　　　 eq \o\ac(○,石)：石綿障害予防規則

レベル１：吹付石綿
レベル２：石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
レベル３：石綿含有成形板等（石綿含有スレート、石綿含有けい酸カルシウム板、石綿含有仕上げ塗り材（パーライトおよびバーミキュライトはレベル１））
※１：「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者が行うこと。
※２：事前調査の報告を要する規模

　　　・建築物の解体　　　　　　　： 対象の床面積の合計が８０㎡以上
　　　・建築物の改造・補修　　　　： 請負金額の合計が１００万円以上

　　　・工作物の解体・改造・補修　： 請負金額の合計が１００万円以上

※３：石綿含有配管保温材の除去で、石綿の飛散のおそれがなく非石綿部での切断により除去する場合を除く。
様式第１－60 （参考様式）
	解体等工事に係る調査結果について

□大気汚染防止法第18条の15第１項による調査結果を同法同条第５項の規定により掲示します。

□石綿障害予防規則第３条第１項による調査結果を同法同条第８項の規定により掲示します。

（受注者）住　　　所：

名　　　称：

代表者氏名：

１　調査を終了した年月日

２　調査を行った部分

３　調査の方法

４　調査の結果

　　

□当該解体等工事が特定工事に該当する

　　　（特定建築材料の種類：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　

□当該解体等工事が特定工事に該当しない

　　　（特定建築材料がないと判断した根拠（石綿則第３条）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


備考　掲示の大きさは、Ａ３サイズ（42.0ｃｍ×29.7ｃｍ）以上であれば、縦・横はどちらでも可　　　

様式第１－61 （参考様式）
	特定粉じん排出等作業に関するお知らせ
大気汚染防止法施行規則第16条の４第１項の規定により掲示します。

（受注者）住　　　所：

名　　　称：

代表者氏名：

１．特定粉じん排出等作業の実施の期間

　　　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

２．特定粉じん排出等作業の方法
３．大気汚染防止法第18条の17第１項の届出（吹付石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材の作業を行う場合）

　　届出年月日：　　　年　　月　　日　　　　　　　届出先：愛知県　　　県民事務所

４．発注者

５．現場責任者（氏名、連絡場所）




備考　掲示の大きさは、Ａ３サイズ（42.0ｃｍ×29.7ｃｍ）以上であれば、縦・横はどちらでも可
様式第１－62（参考様式）
作業完了報告書
年　　月　　日

　東　浦　町　長

受注者　住　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　
　大気汚染防止法第18条の23第１項の規定により、特定粉じん排出等作業完了について下記のとおり報告します。

記
１　工事名
２　路線等の名称

３　工事場所
４　報告内容（施行規則第16条の15）

　　①作業を終了した年月日
　　
　　②作業の実施状況の概要
　　　・除去等作業を行った者

　　　・作業の概要

　　③石綿含有建材の取り残しがないことの確認を行った者
　　　・確認年月日

　　　・確認者の氏名

　　　・確認者が知識を有する者に該当することを明らかにする事項

５　その他

　　　・異常時の対応

　　　・計画と異なる対応を行った場合はその措置内容
法第18条の15


第１項


第二号


第三号





規則第６条の７


（第10条の４


第２項）
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